
家
屋
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

　
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
家
屋
と

同
じ
も
の
を
、
現
時
点
に
お
い
て

そ
の
場
所
に
新
築
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築
費

（
再
建
築
価
格
と
い
い
ま
す
）
を

求
め
ま
す
。
そ
れ
に
建
築
後
の
経

過
年
数
に
よ
っ
て
生
ず
る
減
価
率

（
経
年
減
点
補
正
率
と
い
い
ま
す
）

と
建
築
物
価
の
変
動
割
合
を
掛
け

て
評
価
額
を
算
出
し
ま
す
。（
算
出

し
た
評
価
額
が
前
年
度
の
評
価
額

を
超
え
る
場
合
は
、
前
年
度
評
価

額
に
据
え
置
か
れ
ま
す
）

土
地
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

　
国
が
定
め
た
基
準
に
基
づ
い
て
、

地
目
別
に
評
価
し
ま
す
。
ま
ず
、

町
内
全
域
を
約
150
の
区
域
に
分
け
、

評
価
の
基
準
と
な
る
土
地
を
不
動

産
鑑
定
士
が
鑑
定
し
ま
す
。
こ
の

鑑
定
価
格
を
基
に
、
道
路
に
路
線

価
格
を
設
定
し
、
道
路
に
接
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を
、
形
状
な
ど

に
よ
っ
て
補
正
を
行
い
、
評
価
額

を
決
定
し
ま
す
。

　
土
地
の
場
合
は
地
価
が
下
が
る

と
評
価
額
は
下
が
り
ま
す
が
、「
負

担
水
準
」
と
い
う
評
価
額
に
対
す

る
前
年
度
の
課
税
標
準
額
の
割
合

に
よ
っ
て
、
税
額
を
上
げ
た
り
、

据
え
置
い
た
り
し
て
い
ま
す
の
で
、

必
ず
し
も
税
額
が
下
が
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
27
年
度
固
定
資
産
の

縦
覧
・
閲
覧
に
つ
い
て

◎ 

固
定
資
産
の
縦
覧
制
度

　
納
税
者
が
「
土
地
・
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
」
に
よ
り
、
町
内
に

あ
る
他
の
土
地
や
家
屋
と
自
己
の

資
産
の
価
格
（
評
価
額
）
を
比
較

し
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。

▼
縦
覧
期
間

４
月
１
日
㈬
〜
６
月
１
日
㈪

▼
日
時
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

●特別徴収（年金から天引き）対象の方へ
　第１号被保険者（65歳以上の方）の
保険料は、市町村民税の課税区分（課
税・非課税）および前年の合計所得金額
などに基づき決定するため、これが確定
する６月以降でなければ決まりません。
　このため、平成26年度以前から継続
して特別徴収により納付されている方
の、平成27年４月、６月および８月の
保険料は、基本的に平成27年２月に年
金から徴収しました保険料額と同じ額
を「保険料仮徴収額」として徴収させ
ていただくことになります。ただし、
平成27年度から新たな保険料率が設定
される関係で、８月の金額が変更にな
る場合がありますのでご了承ください。
　なお、平成27年度の介護保険料額決
定通知は、６月中旬に送付いたします。
　また、仮徴収額の通知は、省略させ
ていただいておりますのでご了承くだ
さい。

●特別徴収（年金天引き）の方法

４月 ６月 ８月 10月 12月 翌年２月

仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

仮徴収（４月・６月・８月の支払い分）
　基本的に前年度最後の支払い月（２月支払い分）と同じ金額が
仮徴収として、年金から天引きされます。
本徴収（10月・12月・翌年２月の支払い分）
　今年度分の保険料額の確定を受けて、仮徴収額との調整が行わ
れます。
　「確定した保険料の年額 － 仮徴収合計額」を３回（10月・
12月・２月）に分けて徴収されます。
●普通徴収（納付書・口座振替で納付）対象の方へ
　特別徴収の部分でも述べましたが、平成27年度の保険料額は
６月以降でなければ決定できません。そのため普通徴収の方につ
いても、平成26年度の保険料額を基に第１期（４月）分の保険
料を徴収します。これを暫定賦課と言い、４月中旬に１回分の納
付書（通知書）を送付します。
　その後６月に保険料額が確定しますので、年額から第１期分を
差し引いた額を残りの５回の納期で分けて納めていただきます。
この決定通知については特別徴収と同じく６月中旬に送付いたし
ます。

平
成
27
年
度
は

固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
す

▼
問
合
せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

　
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
の
価
格
は
３
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と

と
さ
れ
、
こ
れ
を
「
評
価
替
え
」
と
い
い
ま
す
。
評
価
替
え
は
、
３

年
間
に
お
け
る
資
産
価
格
の
変
動
に
対
応
し
、
評
価
額
を
均
衡
の
と

れ
た
価
格
に
見
直
す
作
業
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

平成27年度の介護保険料
▶問合せ　保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８２

12
 広報はりま27.4   

５
時
15
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

は
除
く
）

▼
場
所
　
税
務
グ
ル
ー
プ

▼
必
要
書
類
　
前
年
度
の
納
税
通

知
書
や
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
、
ま
た
代
理
人

の
場
合
は
委
任
状

◎
固
定
資
産
の
閲
覧
制
度

　
納
税
義
務
者
な
ど
が
「
固
定
資

産
名
寄
帳
兼
課
税
台
帳
」
に
よ
り
、

固
定
資
産
税
の
課
税
内
容
を
確
認

し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。
縦
覧

期
間
中
は
無
料
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
必
要
書
類
　
前
年
度
の
納
税
通

知
書
や
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
、
ま
た
代
理
人

の
場
合
は
委
任
状

※
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

で
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合

は
、
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け

た
日
後
60
日
ま
で
に
、
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
し

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ

Q 

　
平
成
23
年
中
に
木
造
２
階
建

て
住
宅
を
新
築
し
ま
し
た
。
固

定
資
産
税
が
平
成
27
年
度
か
ら

急
に
高
く
な
っ
た
の
は
ど
う
し

て
で
す
か
。

A 

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
新
築

住
宅
は
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
年
度
か
ら
３
年
度
分
が

減
額
（
120
平
方
㍍
相
当
分
ま
で

の
税
額
が
、
２
分
の
１
）
さ
れ

ま
す
。
よ
っ
て
、
平
成
24
、
25
、

26
年
度
分
が
減
額
期
間
で
あ
り
、

そ
の
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
に

よ
り
本
来
の
税
額
と
な
っ
た
も

の
で
す
。
な
お
３
階
建
以
上
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
中
高
層

耐
火
住
宅
な
ど
に
つ
い
て
は
、

５
年
度
分
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
　
ま
た
、
新
築
し
た
住
宅
が
長

期
優
良
住
宅
の
認
定
を
受
け
て

い
る
場
合
は
、
減
額
期
間
が
そ

れ
ぞ
れ
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

Q 

　
昨
年
に
自
宅
を
取
り
壊
し
て

月
極
駐
車
場
に
し
ま
し
た
。
今

年
度
の
土
地
の
固
定
資
産
税
は

ど
う
な
り
ま
す
か
。

A 

　
同
じ
土
地
で
も
住
宅
か
ら
月

極
駐
車
場
に
変
わ
っ
た
場
合
、

土
地
の
固
定
資
産
税
は
大
き
く

増
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
住
宅
が

建
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
課
税

標
準
額
が
評
価
額
の
６
分
の
１

（
200
平
方
㍍
を
超
え
る
部
分
は

３
分
の
１
）
と
す
る
特
例
が
適

用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、住
宅

の
滅
失
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
例

の
適
用
か
ら
外
れ
る
た
め
で
す
。

下
水
道
の
役
割
と
は
？

下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、

　
　
　
　
い
い
こ
と
い
ろ
い
ろ

環
境
に
や
さ
し
く

　
家
庭
や
事
業
所
な
ど
か
ら
の
汚

水
を
処
理
し
、
き
れ
い
に
し
た
上

で
放
流
す
る
の
で
、
川
や
海
の
水

質
を
大
切
に
守
り
ま
す
。

清
潔
で
住
み
や
す
い

　
生
活
排
水
が
排
水
路
に
直
接
流

れ
込
ま
な
い
の
で
、
ハ
エ
や
蚊
な

ど
の
害
虫
が
少
な
く
な
り
、
清
潔

で
住
み
や
す
い
ま
ち
に
な
り
ま
す
。

快
適
な
暮
ら
し
を
守
る

　
く
み
取
り
便
所
や
浄
化
槽
は
、

管
理
を
怠
る
と
悪
臭
の
原
因
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
下
水
道
に

接
続
す
る
と
、
く
み
取
り
の
手
間

や
浄
化
槽
の
維
持
管
理
費
が
不
要

に
な
り
快
適
な
住
環
境
に
な
り
ま

す
。

排
水
設
備
を
大
切
に

ゴ
ミ
や
廃
油
は
流
さ
な
い

　
台
所
か
ら
出
る
生
ご
み
や
油
な

ど
を
流
す
と
排
水
管
を
詰
ま
ら
せ

た
り
、
悪
臭
や
有
害
ガ
ス
を
発
生

さ
せ
た
り
、
排
水
処
理
施
設
の
機

能
を
低
下
さ
せ
た
り
し
ま
す
の
で
、

流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

水
洗
ト
イ
レ
に
は
溶
け
る
紙
を

　
水
洗
ト
イ
レ
に
は
、
必
ず
水
に

溶
け
る
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
を

使
用
し
、
紙
お
む
つ
や
ビ
ニ
ー
ル
、

水
に
溶
け
に
く
い
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ

ー
パ
ー
な
ど
を
流
さ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
便
器
や
排
水
管
な

ど
を
詰
ま
ら
せ
る
大
き
な
原
因
と

な
る
の
で
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

排
水
管
の
近
く
に
樹
を
植
え
な
い
で

　
排
水
管
の
近
く
に
樹
を
植
え
る

と
、
排
水
管
の
小
さ
な
隙
間
か
ら

木
の
根
が
侵
入
し
、
排
水
管
の
詰

ま
り
や
破
損
の
原
因
と
な
り
ま
す

の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

下
水
道
を
大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う

　
下
水
道
は
、
家
庭
か
ら
の
汚
水

を
そ
の
ま
ま
流
す
こ
と
の
で
き
る

大
変
便
利
な
施
設
で
す
が
、
何
で

も
流
し
て
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ル
ー
ル
を
守
り
大

切
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

下
水
道
へ
の
接
続
の
お
願
い

　
下
水
道
法
で
は
、
接
続
が
可
能

と
な
っ
た
地
域
の
お
宅
に
つ
い
て
、

く
み
取
り
便
所
の
場
合
は
「
３
年

以
内
」、浄
化
槽
の
場
合
は
「
す
み

や
か
に
」
下
水
道
に
接
続
し
て
い

た
だ
く
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
接
続
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
下

水
道
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

接
続
工
事
の
実
施
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
ま
た
、
接
続
工
事
に
伴
う
資
金

の
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
な
ど
に
つ

い
て
は
、
お
手
数
で
す
が
下
水
道

グ
ル
ー
プ
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

下
水
道
の
普
及
推
進
に
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

▼
問
合
せ
　 

下
水
道
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
７
３

▲播磨町下水道マンホール

13
 広報はりま27.4   



平
成
27
年
度
定
額
保
険
料
は

月
額
１
万
５
千
５
９
０
円

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年
度

改
定
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
27
年
度

の
定
額
保
険
料
額
は
前
年
度
よ
り

340
円
引
き
上
げ
ら
れ
た
月
額
１
万

５
千
590
円
で
す
。

▼
保
険
料
の
納
付
方
法

　
国
民
年
金
の
毎
月
の
保
険
料
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
４
月
の
上
旬

に
送
ら
れ
て
く
る
「
納
付
書
」
に

よ
っ
て
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め

ま
す
。

　
納
付
で
き
る
窓
口
は
、
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
口

座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
も
利
用
で
き
ま
す
が
、
事
前
に

申
し
込
み
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
前
納
割
引
制
度
（
現
金
納
付
）

　
国
民
年
金
に
は
、
一
定
期
間（
１

年
ま
た
は
６
ヵ
月
な
ど
定
め
ら
れ

た
期
間
な
ど
）
の
保
険
料
を
前
納

す
る
と
割
引
に
な
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。（
表
１
参
照
）

　
平
成
27
年
度
の
現
金
に
よ
る
保

険
料
の
１
年
前
納
お
よ
び
６
ヵ
月

前
納
（
４
月
〜
９
月
分
）
の
納
付

期
日
は
、
４
月
30
日
で
す
。
６
ヵ

月
前
納
（
10
月
〜
３
月
分
）
の
納

付
期
日
は
、
11
月
２
日
で
す
。

　
現
金
払
い
に
よ
る
前
納
の
場
合

に
は
、
任
意
の
月
分
か
ら
そ
の
年

度
末
ま
で
の
保
険
料
を
前
納
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
の
一
部
免
除
を

受
け
て
い
る
人
も
、
一
部
納
付
の

保
険
料
を
前
納
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
任
意
の
月

分
か
ら
免
除
承
認
期
間
ま
た
は
年

度
末
ま
で
の
保
険
料
を
前
納
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ

る
１
年
前
納
額
及
び
６
ヵ
月
前
納

額
は
、
現
金
納
付
の
よ
る
前
納
額

に
な
り
ま
す
。

▼
前
納
割
引
制
度
（
口
座
振
替
）

　
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
の
前

納
は
、
１
年
、
６
ヵ
月
ま
た
は
２

年
を
単
位
と
し
ま
す
。（
表
２
参
照
）

※
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
の
前

納
の
う
ち
１
年
前
納
、
２
年
前
納

お
よ
び
６
ヵ
月
前
納
（
４
月
〜
９

月
分
）
の
申
し
込
み
の
締
切
日
は

２
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
６
ヵ
月
前
納
（
10
月

〜
３
月
分
）
の
申
し
込
み
の
締
切

日
は
、
８
月
末
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。

平
成
27
年
度
国
民
年
金
保
険
料
と
前
納
割
引
制
度

▼
問
合
せ
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

　
加
古
川
年
金
事
務
所
☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

年 金年年年年年 年 金金金金金年 金年 金年 金

表１
◎現金で１年度分の保険料を毎月納付
　１年度分　保険料　15,590円×12月＝187,080円
◎現金で１年度分の保険料を前納（１年度分で3,320円の割引）
　１年度分　保険料　187,080円－3,320円＝183,760円
◎現金で６ヵ月分の保険料を前納（６ヵ月分で760円の割引）
　１年度分　保険料　（93,540円－760円）×2回＝185,560円

表２
◎口座振替で１年分の保険料を前納（年間で3,920円の割引）
　１年度分　保険料　187,080円－3,920円＝183,160円
◎口座振替で６ヵ月分の保険料を前納（６ヵ月分で1,060円の割引）
　１年度分保険料（93,540円－1,060円）×２回＝184,960円
◎口座振替で２年分の保険料を前納（２年間で15,360円の割引）
　２年度分　保険料　366,840円

口座振替による早割がお得です
　口座振替の早割（１ヵ月前納）をご利用いただくと、毎月の保険料が納付期限より１ヵ月早く口座振
替され、月額で50円の割引となります。
　口座振替の早割の申し込みは、随時可能です。
▶申込窓口　口座振替を希望する金融機関窓口、加古川年金事務所、保険年金グループでお申し込みく
ださい
▶申込み必要書類など　年金手帳または納付書（基礎年金番号の確認できるもの）、通帳、金融機関へ
のお届け印
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播磨町立「播磨ふれあいの家」の指定管理者が指定されました
▶問合せ　総務グループ☎０７９（４３５）０３５７

入札制度を改正します ▶問合せ　総務グループ☎０７９（４３５）０３５７

　平成27年３月31日をもって、指定期間の満了を迎える播磨町立「播磨ふれあいの家」の指定管理者の選定にあ
たり、ホームページなどを通じて指定管理者を募集しました。その結果、１団体からの応募がありました。

　指定管理者の選定にあたっては、有識者などによる指定管理者選定委員会（委
員８人で構成）を開催し、
　①利用者の平等利用が確保されること
　②事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の
縮減が図られるものであること
　③事業計画書に沿った管理を安定して行う人的・物的能力を有していること
などを選定の基準として、書類審査と面接審査を行いました。

　指定管理者名、指定の期間、選定理由につきましては、下記表の通りです。

施設名 　播磨町立「播磨ふれあいの家」
管理者名
　代表者
　所在地

　株式会社　田舎暮し
　代表取締役　習田大介
　朝来市山東町末歳650番地

指定期間 　平成27年４月１日から平成32年３月31日まで　５年間
選定の理由
　申請者は、当該施設の指定管理者としての実績があり、施設の設置目的を十分に理解して、「自然とのふれあ
い」「ゆとりある時間の提供」を重視した運営を継続しており、その管理体制にも問題はありません。申請者は、
朝来市の地元企業を中心とした事業体であり、地域ネットワークを活用した広報手段をとることなどを通じて、
施設利用者数を増加させており、今後も安定した管理運営が期待できます。
　「食を通して、多くの方々との出会いを大切にする」ことをコンセプトにしたうえで、地元食材を使用した特
色ある献立を研究し、アンケート結果を反映したサービス提供の仕組みを構築するなど、施設利用者の満足度を
高めるための努力を重ねている点も、高く評価することができます。
　以上のようなことから、申請者を、引き続き播磨町立「播磨ふれあいの家」の指定管理者とすることが適当で
あると判断します。

１．ダンピング受注の防止や契約価格の適正化などを図るため、変動型最低制限価格制度における低入札基準価
格の算定に中央公共工事契約制度運用連絡協議会（中央公契
連）モデル式を採用するとともに、最低制限価格制度の一部
を以下の通り改正します。
　※詳細は、入札公告にてお知らせします。
２．平成28年度の入札から、建設工事における入札参加業者
に社会保険などに加入していることを条件とします。

●入札事務に係るミス防止対策について
　平成26年度に執行した入札において、開札事務にミスが生じた件について検証・検討した結果、開札事務を以
下の通り改善し、再発の防止を徹底します。

項　目 内　　容

低入札基準
価格

①直接工事費の10分の9.5
②共通仮設費の10分の9
③現場管理費の10分の8
④一般管理費などの10分の5.5
①＋②＋③＋④とする
（ただし、予定価格の10分の7から
10分の9の範囲で設定する）

最低制限価格 有効な全入札参加者の平均値の90％

項　目 改善前 改善後

開札事務マニュアル 開札についての一連の流れについての
マニュアルに基づき実施

一連の流れに加え、確認事項についてもマニュアルに追記
する

開札事務体制 担当の判断により2人で行う場合があった 必ず3人以上で行いチェック体制を強化する

チェックリストの作成 書類確認などのチェックリストがなかった チェックリストを新たに作成し、書類などの確認を行う

無効の取り扱い 即時「無効」とし、次順位者を「落
札」としている

最低価格者を「無効」とした場合は、入札結果を保留と
し、確認を徹底した上で決定する
無効調書を新たに作成し、無効理由を明示する

立会人への説明 無効とした理由について特に説明はし
ていない

立会人の手引きを作成するとともに、無効とした理由につ
いて、無効調書などにより十分説明し、了承を得る

入札結果公表時間 入札日の15時 入札案件が多いと、時間に追われ、ミスの原因となる可能
性があることから入札日の17時とする
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狂
犬
病
予
防
法
で
、
犬
の
飼
い

主
に
は
、
犬
の
登
録
（
生
後
91
日

以
上
の
犬
）
と
狂
犬
病
の
予
防
注

射
を
毎
年
１
回
受
け
さ
せ
る
こ
と

が
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

集
合
注
射
の
日
程

▼
日
時
　
４
月
19
日
㈰

午
前
９
時
〜
11
時

▼
場
所
　
役
場
第
１
庁
舎
正
面
玄

関
前
（
駐
車
場
側
）

　
ま
た
、
下
記
の
動
物
病
院
で
も

年
間
を
通
じ
て
、
注
射
と
登
録
を

お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
す
で
に
播
磨
町
で
登
録

さ
れ
て
い
る
犬
に
つ
い
て
は
、
狂

犬
病
予
防
注
射
通
知
書
を
３
月
中

旬
に
発
送
し
て
い
ま
す
。

▼
持
参
す
る
物
・
費
用

▽
登
録
し
た
犬
　
狂
犬
病
予
防
注

射
通
知
書
、
費
用
３
千
200
円
（
１

匹
に
つ
き
）

▽
登
録
し
て
い
な
い
犬
　
費
用
６

千
200
円
（
登
録
３
千
円
・
注
射

３
千
200
円
。
１
匹
に
つ
き
）

平
成
27
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
と
犬
の
登
録

▼
問
合
せ
　
す
こ
や
か
環
境
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
７
２
１

飼い主の皆さまへ
　人と犬が快適に暮らすために、マナーを守って飼いま
しょう。
●マナーその１
　犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。
狂犬病は、すべての哺乳類に感染し、発症すると
１００％死亡する恐ろしい病気です。
●マナーその２
　放し飼いはやめましょう。散歩の際はリードをつけ
ましょう。
　散歩中もリードを離したり、伸ばしすぎないように
心掛けましょう。
●マナーその３
　犬のフンは必ず持ち帰りましょう。
　道路上に放置したままにするのは、飼い主のマナー
違反です。犬のフンやブラッシンングのあとの抜け毛
は必ず持ち帰り、燃えるごみとしてだしてください。

東播開業獣医師会からのお知らせ
　集合注射では、多くの犬が集まるため興奮し、
犬同士の喧嘩になる場合がありますので、注意を
してください。犬も人と同じ生き物です。毎日体
調は変わっていきます。注射による事故を防止す
るためにも、十分な説明を受けて、同意した上で
接種するようにしましょう。
　動物病院では、予防接種だけでなく日常の健康
管理などのアドバイスも致します。集合注射以外
での接種希望される方は、動物病院に直接お越し
ください。
　動物病院では年間を通じて、注射と登録を行っ
ています。動物病院については、東播開業獣医師
会のホームページをご覧ください。

h t t p： //www . t o u b a n－v e t . j p /

平成27年度事務委託獣医師一覧表

1 三木動物病院（宮北） ☎079(435)3664 14 バークレー動物医療センター（加古川市加古川町備後） ☎079(422)2289

2 たなか動物病院（北野添） ☎078(943)5917 15 吉田獣医科医院（加古川市別府町別府） ☎079(435)7887

3 はりま動物病院（東本荘） ☎079(436)8330 16 ひっぽ動物病院（加古川市加古川町河原） ☎079(421)4040

4 いなみ動物病院
（稲美町六分一） ☎079(492)6290 17 ブリス動物病院（加古川市加古川町寺家町） ☎079(422)2103

5 トトどうぶつ病院
（稲美町国岡） ☎079(492)2391 18 東加古川ペットクリニック（加古川市平岡町新在家） ☎079(439)6234

6 あさの動物病院
（加古川市平岡町高畑） ☎079(420)2099 19 魚住動物病院（明石市魚住町長坂寺） ☎078(947)3987

7 はとの里動物病院
（加古川市加古川町木村） ☎079(454)3231 20 大久保動物病院（明石市大久保町大窪） ☎078(936)6211

8 池沢動物病院
（加古川市加古川町平野） ☎079(423)9939 21 堂本動物病院（明石市大久保町わかば） ☎078(936)6641

9 グリーンピース動物病院
（加古川市加古川町中津） ☎079(421)6644 22 ファミリー動物病院（明石市魚住町清水） ☎078(941)2070

10 ポチ＆タマ総合動物病院（加古川市東神吉町舛田） ☎079(431)7377 23 アルマ動物病院（明石市二見町東二見） ☎078(944)2060

11 ミュウどうぶつ病院（加古川市別府町新野辺北町） ☎079(430)0633 24 なかむら動物病院（明石市魚住町長坂寺） ☎078(948)2707

12 加古川動物病院（加古川市東神吉町西井ノ口） ☎079(433)0523 25 アン動物病院（明石市魚住町清水） ☎078(977)7101

13 やまぐち動物病院（加古川市神野町石守） ☎079(423)6670
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▼
助
成
対
象
工
事
　
町
内
に
住
民

登
録
の
あ
る
人
が
、
ご
自
分
の
居

住
し
て
い
る
住
宅
を
、
町
内
業
者

の
施
工
に
よ
り
改
築
、
修
繕
、
模

様
替
え
、
設
備
改
善
な
ど
行
う
も

の
で
、
工
事
費
（
消
費
税
を
除

く
）
が
20
万
円
以
上
の
工
事

▼
助
成
金
額
　
工
事
費
の
10
分
の

１
（
上
限
10
万
円
）

▼
申
請
手
続
き
　
申
請
書
、
工
事

内
容
の
分
か
る
設
計
図
面
、
町
内

事
業
者
か
ら
の
工
事
見
積
書
、
工

事
予
定
箇
所
の
写
真
を
住
民
グ
ル

ー
プ
へ
提
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く
だ
さ
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▼
注
意
事
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・ 

申
請
時
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着
工
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し
て
い
る
工
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に
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ま
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ん

・ 

町
の
他
の
補
助
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助
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を
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し
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け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
・ 

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は
申

請
で
き
ま
せ
ん

・ 

播
磨
町
に
お
け
る
暴
力
団
の
排

除
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平

成
24
年
条
例
第
13
号
）
第
２
条

第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

は
申
請
で
き
ま
せ
ん

・ 

リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
は
、
１
人
１

回
、
１
住
宅
１
回
限
り
で
す

・ 

工
事
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま

で
に
完
了
し
て
く
だ
さ
い

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
の
概
要

　播但連絡道路では、沿線地域の観光振興、物流の効率化などを目的に、平成20年10月から料金割引の社会実
験を行ってきました。これを踏まえた料金を新たに設定し、平成27年４月１日から実施します。
　なお、社会実験で効果が確認されなかった割引については、平成27年３月31日をもって終了します。

（１）新料金割引

割
引
は
E
T
C
車
の
み
適
用

休日全線割引
（新設）

軽自動車等・普通車 土･日･祝日　0：00～24：00 40％割引
姫路ＪＣＴ～和田山　普通車の料金　４月 １日から (40％割引)    860円
   　　　　　　　　　　　　　　　　３月31日まで (30％割引) 1,010円

休日割引
（継続） 軽自動車等・普通車 土･日･祝日　0：00～24：00 30％割引

深夜割引
（拡大）

中型車・大型車・
特大車 平日　0：00～4：00 40％割引

※普通車以下の深夜割引は終了します。

通勤割引
（継続）

軽自動車等・普通車 平日　７：00～９：00、17：00～19：00 30％割引
※中型車以上の通勤割引は終了します。

（２）車種間料金比率の見直しに伴う基本料金の変更
　車種間比率（右表参照）は、負担の公平を
図る観点から車両ごとの重量・大きさに応じ
て全国的に設定されており、NEXCO管理道路
（山陽道や中国道など）や遠阪トンネルと同
様の率に見直すことに伴い、中型車と大型車
の基本料金を変更します。

播但連絡道路に全てETCが整備されます
　播但連絡道路の利用者の利便性を一層高めるため、ETCが未整備の市川南料金所～朝来料金所
までの料金所において、平成27年度から平成28年度にかけ、順次、ETCの整備を進めていきます。

軽自動車
など 普通車 中型車 大型車 特大車

現　在 0.80 1.00 1.06 1.55 2.75

平成27年4月～ 0.80 1.00 1.20 1.65 2.75

平
成
27
年
度 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度

４
月
１
日
よ
り
助
成
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

▼
問
合
せ
　
住
民
グ
ル
ー
プ 

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
４

平成27年４月１日から
播但連絡道路の通行料金が変わります

▶問合せ　兵庫県道路公社経営企画課☎０７８（２３２）９６３５
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て
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▼
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▼
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▼
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▼
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▼
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付
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ま
す

（
電
話
も
可
）

北
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
８
（
９
４
４
）
０
７
１
７

　
今
は
、
核
家
族
化
が
進
ん
で
、

子
育
て
も
な
か
な
か
大
変
で
す
。

し
か
も
、
子
育
て
は
、
頑
張
っ

て
も
ほ
め
て
く
れ
る
人
が
あ
ま

り
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
お
母

さ
ん
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
、
一

人
で
抱
え
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

子
ど
も
が
泣
く
と
辛
く
て
、
泣

か
せ
な
い
よ
う
に
泣
か
せ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
人
。
反
対
に
、

「
こ
の
子
は
泣
く
と
、
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
」
と
言

っ
て
、
長
い
時
間
、
泣
か
せ
続

け
て
い
る
人
な
ど
、
不
安
で
落

ち
着
か
な
い
お
母
さ
ん
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
時
の
お
母
さ
ん
の
気
持

ち
は
、
言
葉
で
は
、
な
か
な
か

子
ど
も
に
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
時
は
、
ギ
ュ
ッ
と
抱

き
し
め
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
肌

と
肌
が
触
れ
合
う
こ
と
で
、
温

か
い
気
持
ち
に
な
り
、
安
心
感

が
生
ま
れ
ま
す
。
ど
ん
な
子
ど

も
で
も
う
れ
し
い
も
の
で
す
。

抱
っ
こ
は
、
子
ど
も
が
望
む
大

切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

す
。

　
て
へ
ん
に
包
む
と
書
い
て

「
抱
く
」
と
い
う
字
に
な
り
ま

す
。
し
か
り
な
が
ら
抱
い
た
り
、

い
や
い
や
抱
っ
こ
す
る
と
、
子

ど
も
に
は
、
抱
く
心
が
伝
わ
ら

ず
落
ち
着
か
な
く
て
、
パ
ニ
ッ

ク
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
「
抱
く
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
ぐ
ず
ぐ
ず
言
っ
て
い
る
あ
な

た
が
大
好
き
で
す
よ
。
そ
の
ま

ま
の
あ
な
た
が
大
好
き
で
す

よ
」
と
い
う
気
持
ち
で
子
ど
も

の
心
を
包
む
こ
と
な
の
で
す
。

　
お
母
さ
ん
の
心
が
き
ち
ん
と

子
ど
も
に
向
い
て
、
子
ど
も
の

心
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
、「
抱

く
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
親
の
思
い
通
り
に
子
ど
も
を

育
て
る
よ
り
も
、
子
ど
も
の
思

い
に
親
が
応
え
ら
れ
る
子
育
て

を
心
掛
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

　0歳児の集まり「よちよち」、１歳児の集まり「ぐんぐん」、２歳児の集まり「のびの
び」に参加してお友達と交流しながら、親子で一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

催し名称 対象生年月日 活動日・時間
平成27年度初回開催日
南部子育て
支援センター

北部子育て
支援センター

よちよち
（0歳児） 平成26年４月２日～ 水曜日（月１回）

10：00～11：00 4月 1日 4月 8日

ぐんぐん
（1歳児）

平成25年４月２日～
平成26年４月１日生

木曜日（月１回）
10：00～11：00 4月23日 4月16日

のびのび
（2歳児）

平成24年４月２日～
平成25年４月１日生

月曜日（月１回）
10：00～11：00 4月27日 4月20日

▶開催日　初回開催日は上記の通り
※ぐんぐん、のびのびの集まりは、子育て講座に変更になることもあります。詳し
い内容や日程などは、子育て支援センターの掲示板、ポスターや町のホームペー
ジ、広報でお知らせしていますので確認してください。
▶対象　町内在住の方
▶持ち物　名札（名札をお持ちの方はご持参ください）、水分補給用の水
筒、汗拭き用タオルなど
※たくさんの方に参加して頂きたいので、南部・北部どちらか一方の子育て支援セ
ンターに参加してください。詳しくは各支援センターにお問い合わせください。
※駐車場が少ないので、徒歩・自転車でお越しください。
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●
お
や
こ
さ
ろ
ん
の
開
放
を
し
て

い
ま
す

　
お
や
こ
さ
ろ
ん
で
は
、
子
ど
も

た
ち
が
遊
び
な
が
ら
、
友
達
と
関

わ
っ
た
り
、
見
守
る
親
同
士
も
親

し
く
話
し
た
り
し
て
、
ゆ
っ
く
り

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
子
育
て
相
談
が
で
き
ま
す

・
子
育
て
支
援
員
が
対
応

▼
日
時
　
月
〜
土
曜
日

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

・
臨
床
心
理
士
が
対
応
（
要
予
約
）

▼
日
時
　
月
１
回
　
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分
（
詳
し
い
日
程
は

毎
月
の
広
報
は
り
ま
の
相
談
の
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

●
い
ろ
ん
な
行
事
や
活
動
を
し
て

い
ま
す

　
親
子
が
一
緒
に
遊
び
な
が
ら
、

共
に
育
ち
あ
う
機
会
を
提
供
し
て

い
ま
す
。
年
齢
に
あ
わ
せ
た
内
容

で
、
母
子
分
離
の
形
の
時
も
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
方
と
の
交
流
を

し
な
が
ら
の
講
座
や
季
節
の
行
事

も
し
て
い
ま
す
。
各
支
援
セ
ン
タ

ー
の
掲
示
板
や
、
広
報
は
り
ま
、

町
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　子育て支援センターは、就学前の親子が利用できる
ところです。子どもを見守りながら親同士が親しくな
り、地域の方々との交流も深めることができます。

▶開館時間　月～土曜日　9：00～17：00
　　　　　 （日曜日、祝日、年末年始休館）

●幼稚園、保育園児の親子の利用案内
▶時間　13：00～17：00
▶場所　南部子育て支援センター

　ボランティアによるよみ聞かせ
南部子育て支援センター 北部子育て支援センター

第4月曜日 第1月曜日

　ボランティアによる身体計測の後、親子でゆったり過ご
しながらおしゃべりタイムを楽しみます。
▶対象　町内在住の0歳児
南部子育て支援センター 北部子育て支援センター

わくわくさろん第1水曜日 ニコニコさろん第2水曜日

▶対象　町内在住の方
※定員がある場合、申し込みが必要なもの、また曜日の変更など
もあります。詳しい内容や日程などは、子育て支援センターの掲
示板、ポスターや町のホームページ、広報でお知らせしています
ので確認してください。

　支援センターを利用している母親たちが中
心になり、地域の方の協力を得ながら子ども
たちの健全な育成のために行っている行事や
活動です（ママたちの手作り会・親子ビクス・
ヨガなど）
▶対象　町内在住の方

※定員がある場合、申し込みが必要なもの、また曜
日の変更などもあります。詳しい内容や日程など
は、子育て支援センターの掲示板、ポスターでお知
らせしていますので確認してください。
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